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教員免許状の有効期限に関する緊急点検結果について 
 
 

 令和３年６月２日（水曜日）に発表した「県立高等学校教員の教員免許状の失効に

よる失職について」の発生を受け、県立学校及び市町村立学校において、教員免許状

の有効期限について緊急点検を実施し、その他の教員免許状失効事案がないことを確

認しました。 

 

 

１ 対  象 

  ⑴ 県立学校 

  ⑵ 市町村立学校（さいたま市を除く） 

 

２ 点検期間 

  ⑴ 令和３年５月３１日（月曜日） ～ 令和３年６月１日（火曜日） 

  ⑵ 令和３年６月 １日（火曜日） ～ 令和３年６月９日（水曜日） 

 

３ 点検結果 

 令和３年６月２日（水曜日）に発表した事案以外の教員免許状失効事案がない

ことを確認しました。 
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